
事業費の見直し

■全体事業費の見直し
労務費・資材費の単価上昇に伴う各工事の増額等により、事業費が約４０億円の増額

■全体事業費の経緯
平成２９年 ６期事業開始 事業費８４億円
令和３年 事業費の見直し 事業費１４４億円（＋６０億円）
令和６年 事業費の見直し 事業費１８４億円（＋４０億円）

■主な事業費増加要因

主な増加要因 金額（億円）

１ 労務費・資材の単価上昇 ２６．５

２ 交通規制形態を見直し ５．７

３ 琵琶湖大橋の舗装改築 ６．０

４ 鋼矢板の施工方法変更 １．８

合計 ４０．０

■料金徴収期間の延長
令和16年10月22日 → 令和29年1月21日

P2～4

P5～6

P7

P8

掲載ページ
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事業費の見直し

■労務費、資材の単価上昇（＋２６．５億円）

○Ｒ３年事業費変更は、令和２年度の物価基準を採用していた。
○事業費変更後、労務費、資材の単価上昇によって、増額の必要が生じた。

○建設工事を発注する民間事業者・施主の皆様に対するお願い（２０２４年８月版 日本建設業連合会）

琵琶湖大橋第６期事業の変更認可を受けた令和３年度に対して、労務費・資材費が高騰。
令和６年８月時点で、２０２１年１月（令和３年１月）と比較して土木分野では21～25％上昇）

○単価上昇(主要資材）

主要資材の鋼材・生コンについては、別途、増加率を算出。
鋼材７０％、生コン４８％上昇

○概算金額

上記、単価上昇を反映しR4以降の
事業費を算出

単位：百万円

デ
フ
レ
ー
タ
ー
に

よ
る
増
額
を
考
慮

R3までの事業費 R4以降の事業費
4車線化 改良費 59 1,315

橋梁費 1,851 952
舗装費 37 1,125
用地補償・測量費 3,049 2,213
小計 4,996 5,605

耐震工事費 工事費 0 3,175
用地補償・測量費 91 22
小計 91 3,197

512 0
5,599 8,801

14,400（変更前事業費）

工種

合計

ETC設置
小計

前回変更認可時点 今回変更

積算単価期の変更
R2→R3～R6

R4以降の事業費うちﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ
1,655 340
1,376 424
1,519 394
2,704 491
7,254 1,649
4,173 998
24 2

4,198 1,001
0 0

11,451 2,650

増減額見直し額

＋

出展：日本建設業連合会
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事業費の見直し

■交通規制形態を見直し（＋５．７億円 大津側3.6億円、守山側2.1億円）

整備区間 L=1.9km（国道161号真野IC～琵琶湖大橋交差点）

R161号BP

真野IC

琵琶湖大橋西詰交差点
真野IC

・小学校に向かう児童の動線や、駅に向かう
動線を確保する必要がある

小学校
こども園

堅田駅

住宅地

住宅地

住宅地

：横断歩道

：動線(通学路等)

○当初は歩道の通行規制を行い、施工を進める計画としていた。その後、関係機関協議を踏まえ、通
学路の安全性確保のため、交通規制形態を見直した。
〇施工中においても児童など歩行者の安全性確保を最優先とし、常時両側歩道を確保するため、４回
の車道切廻しを行い、切廻し回数に併せて信号機の移設、擦り付け舗装、安全施設等を増工した。

当初：信号機移設 1760万円×1回×5箇所＝88,000,000円(A) 変更：信号機移設 1760万円×4回×5箇所＝352,000,000円(B)
安全施設 30,800,000円(C)
既設歩道擁壁取壊（当初確認困難） 60,000,000円（D)

大津側合計 （B)+（C）+(D)-（A)=3.6億円
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事業費の見直し

■交通規制形態を見直し（＋５．７億円 大津側3.6億円、守山側2.1億円）

守山側：沿道に店舗が多く住宅地からの客の動線
およびバス停への動線を確保する必要がある

擦付
区間
L=0.1km

整備区間 L=1.0km（琵琶湖大橋東詰交差点～水保町中野交差点）

琵琶湖大橋東詰交差点

水保町中野交差点

：店舗

：横断歩道

コンビニ 釣具屋

中古自動
車販売

：バス停

住宅地

住宅地

：動線(通学路等)

〇今後、施工する守山側の車道舗装についても、両側に店舗やバス停があり、大津側と同様に両側
歩道が必要となることから大津側の工程を想定し、必要額を計上。

当初：信号機移設 1760万円×1回×4箇所＝70,400,000円(A) 変更：信号機移設 1760万円×4回×4箇所＝281,600,000円(B)

守山側合計 （B)+（C）+(D)-（A)=2.1億円
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事業費の見直し

■琵琶湖大橋の舗装改築（＋６．０億円）

○琵琶湖大橋の現況舗装は平成１３年の改修から２３年が経過し、舗装表面の破損が頻繁に発生している。
○琵琶湖大橋の新橋計画（S63)から大型車の交通量が増加しており、現況の基準に合わせ、より耐久性の
高い高規格の舗装材料を使用する舗装改築を行うため、必要額を計上。

〇今後、必要となるライフサイクルコストを大幅に削減できる見込み。

○交通量と舗装種別

・平成13年に舗装改修をしているが、新橋建設当時の大型車交
通量をもとに計画しているため、Ｂ交通で改修している。

・今の基準に当てはめると交通区分Ｎ６（C交通相当）となる。

○琵琶湖大橋通過の大型車台数

379

1708

300

800

1300

1800

S63 R3

大型車増加

○現況破損状況写真

舗装改修から２３年が経過し、交通量増加、
大型車混入率増加により舗装の破損が頻発

より耐久性に強い
舗装改良が必要

450％増

Ｂ交通からＣ交通
にすることにより
表層の材料が改質
Ⅱ型から改質Ⅲ型
になる。

○概算金額

舗装工 改質Ⅲ型（１３）
15700円／m2×19500m2 
＝ 306,150千円

撤去、処分
8,100円／m2×19500m2 

＝ 157,950千円

【合計】
596,700千円

防水層工
6800円／m2×19500m2 

＝ 132,600千円

単位：一方向あたり台数
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事業費の見直し

■鋼矢板の施工方法変更（＋１．８億円）

○令和３年事業費変更時、ボーリング結果から圧入方法としていたが、施工時、矢板の高止まりが発生。
○近隣に住宅があり、無振動で固い地盤を掘削できる「硬質地盤クリア工法」に工法変更した。

金 額 備 考

令和３年 ０．３億円

令和６年（今回） ２．１億円

差 額 １．８億円

圧入方法

硬質地盤クリア工法

○概算事業算出

32,000円／枚×986枚＝31,552千円

214,000円／枚×986枚＝211,004千円

○当初土質結果

調査位置新宿橋

Ｎ値25

15ｍ

○当初計画

真野川右岸側の土質調査結果より、深度１５ｍ以下はＮ値が２５以下のため、
基準書に基づき、圧入方法（サイレントパイラー）で計画をしていた。

○変更計画

施工時、矢板が高止まりしたことから鋼矢板の施工検討を行う。
近隣に住宅があること、河川区域であることからＮ値２５以上に対応できる
硬質地盤クリア工法を選定。

25≦Ｎ≦＜50の場合、ｳｵｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併
用圧入を採用するが、河川区域でｳ
ｵｰﾀｰｼﾞｪｯﾄは使用出来ないため、硬
質クリア工法を採用

※硬質地盤ｸﾘｱ工法ｶﾀﾛｸﾞ参照 ・圧入工法（当初）
鋼矢板を圧入する工法

・硬質地盤クリア工法（変更）
オーガで掘削を行って圧入する工法
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R29.１ 財務状況（見込み）

琵琶湖大橋有料道路事業 財務状況 単位：千円

1期～5期
借入金等

34,020,346

第６期事業費

14,400,000

未償還額=債務超過額

13,983,856

償還準備金
(支出済）

34,436,490

計48,420,346

4,390,356
（未償還額から

県出資金相当額を控除した額)

計48,420,346

琵琶湖大橋
近江大橋

損失補てん引当金

14,202,360
県出資金

9,593,500

9,812,004
（公社解散時に県に分配される額）

※県からの出資金とほぼ均衡

債務負担行為による損失補填

【変更前】 【変更後】

1期～5期
借入金等

34,020,346

第６期事業費

14,400,000

未償還額=債務超過額

15,739,109

償還準備金
(支出済）

36,681,237

6,145,609
（未償還額から

県出資金相当額を控除した額)

琵琶湖大橋
近江大橋

損失補てん引当金

15,862,907

県出資金

9,593,500

9,717,298
（公社解散時に県に分配される額）

※県からの出資金とほぼ均衡

債務負担行為による損失補填

追加事業費

4,000,000

R16.10 財務状況（見込み）

※損失補てん引当金： 将来事情の不可測性により生じた採算不良道路の未償還額を補てんし、事業主体の経営の安定性を確保しようとするもの。
滋賀県道路公社では、毎年、料金収入（税抜）の10％を引き当てる。

総収入 総費用 総収入 総費用
計52,420,346 計52,420,346
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